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問い合わせ先

国立障害者リハビリテーションセンターは、障害者リハビリテーションの中核機関として、障害者の
自立及び社会参加を支援し、障害者の生活機能全体の維持・回復のため、先進的・総合的な保健・医
療・福祉サービスを提供しています。

○総合的リハビリテーション医療の提供    ○障害者の自立訓練及び就労移行支援の実施
○リハビリテーション技術・福祉機器の研究開発    ○障害者の健康増進及び運動医科学支援
○リハビリテーション専門職の育成と能力向上    ○リハビリテーションに関する国際協力

センターの役割 ― 我が国の障害者リハビリテーションの中核機関 ―

私は、障害者支援施設である自立支援局の庶務や障害
福祉サービス利用料算定事務を担当しています。当初は
障害福祉分野の知識が少なく、耳慣れない用語に戸惑う
こともありましたが、日々必要な知識を身に付けること
で、適正に業務を行い、他の職員からの問い合わせや依
頼にも応えられるよう努めています。

業務の中で福祉職や医療職、教育職等の職員と関わる
ことも多く、他では得られない幅広い知識に触れること
ができることも、現場が近いセンターならではの魅力だ
と感じています。

センターの業務について少しでも興味を持っていただ
けた方は、ぜひ説明会に参加してみてください！

（令和６年度採用・一般職試験（大卒程度）行政区分）

◆ 先輩からのメッセージ ◆

  採用後は、通常２～３年ごとに異動し、
  幅広い業務を経験しながらキャリアアッ
  プをしていきます。

勤務地は埼玉県所沢市です。
  本人の希望や適性を考慮して、以下の施
  設間で転勤の可能性があります。
  ・函館視力障害センター
  ・神戸視力障害センター
  ・福岡視力障害センター
  ・別府重度障害者センター
  また、施設間の異動だけでなく、厚生局
  や、厚生労働本省の主に障害保健福祉部
  への人事異動の可能性もあり、更なる活
  躍の場のを広げることも可能となってい
  ます。

人事・給与・福利厚生・出張に関する総務事務や、契
約・支出・債権管理・国有財産管理などの会計事務を通
してセンターの運営を支えています。

高次脳機能障害、発達障害をはじめとする障害や支援機
器に関する情報の収集・分析・発信をしています。
また、WHO（世界保健機関）指定研究機関としての役
割を果たすとともに、JICA（国際協力機構）事業によ
る海外研修員の受け入れや職員の派遣を行っています。

自立支援局の庶務・予算に関すること全般や、利用者宿
舎の運営、障害福祉サービス利用料の算定事務を行って
います。

事務職は約７０名で、ここで紹介したほかにも病院・研
究所・学院など各部門で働いています。

◆ 主な仕事の内容 ◆

◆ 採用後について ◆
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